
令和 3 年 3 月

令和 2 年度 令和 11

１．事業概要

（１）事業の現況

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

＜料金表（税抜）＞

15,380

9,966

0.161

料 金 体 系 の
概要・考え方

水道料金は用途ごとに区分し、基本料金、超過料金及びメーター使用
料により構成しています。それらの合計額に消費税を足したものが水
道料金となります。現行の料金表は下表のとおりです。

料金改定年月日
(消費税のみの改定は含まない)

平 成 8 年 6 月 1 日

水 源 ☑表流水,　□ダム,　□伏流水,　□地下水,　□受水,　☑その他(湧水)
浄水場設置数 2

配水池設置数 25
施 設 数 管 路 延 長 240 千ｍ

施 設 能 力 7,469 ㎥／日 施 設 利 用 率 53

供用開始年月日 昭 和 35 年 12 月 25 日 計画給水人口

現在給水人口

有収水量密度
法適（全部・財務）
・ 非 適 の 区 分 法適（全部）

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～ 年度

一戸町水道事業　経営戦略

団 体 名 ： 一戸町

事 業 名 ： 一戸町水道事業

一 般 用 1,740円 /10㎥まで 200円 /1㎥につき 150円 /口径13mm

営 業 用 2,440円 /10㎥まで 270円 /1㎥につき 200円 /口径20mm

団 体 用 3,950円 /20㎥まで 250円 /1㎥につき 250円 /口径25mm

工 業 用 37,120円 /200㎥まで 240円 /1㎥につき 350円 /口径30mm

浴 場 用 23,200円 /200㎥まで 120円 /1㎥につき 550円 /口径40mm

プール用 260円 /1㎥につき 2,000円 /口径50mm

臨 時 用 3,830円 /10㎥まで 350円 /1㎥につき 2,500円 /口径75mm

3,000円 /口径100mm

超過料金 メーター使用料

なし

基本料金
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④ 組　織

＜組織体制＞  ＜職員数・職種・年齢構成等＞

（２）これまでの主な経営健全化の取組

（３）経営比較分析表等を活用した現状分析

組織体制は下図のとおりです。
課長以下５名で業務に当たっています。係は業務係と工務係があり、それぞれ２名です
が、工務係長は課長補佐が兼務、業務係長は水環境課下水道に係る総務係長と兼務して
います。
また、一戸浄水場の管理業務を委託しており、受託者３名により24時間365日体制で管理
運転しています。
職員数・職種・年齢構成等は下表のとおりです。課長補佐が工務係長を兼務しているため
それぞれ0.5人とカウントしました。

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

令和元年度の経営比較分析表をみると、経常収支比率と料金回収率が100％を上回って
いるため、水道料金により経常的な費用を賄えていることがわかります。また、どちらも類
似団体平均を上回っており、他団体と比較しても健全な経営が行われていると言えます。
有収率は、毎年度の漏水調査により類似団体より高い水準を堅持しています。一方で施設
利用率は50％前後で推移しており、効率的な施設運営やダウンサイジング等を検討してい
く必要があります。

平成25年度にミクロマネジメントを実施し、施設ごとに機械・設備等の状況を整理しました。
平成26年度には、アセットマネジメントを実施し、資産の更新周期や収支の推移等につい
て分析しました。平成30年度に策定した「一戸町地域水道ビジョン」では、町総合計画に合
わせ、8年間の事業計画を立てました。

業

務

係

工

務

係

一
戸
浄
水
場

委
託

課長補佐

水環境課長
課長 課長補佐 工務係 業務係 合計

61歳～ 人 人 人 人 人

51～60歳 １人 人 人 人 １人

41～50歳 人 ０．５人 １．５人 １人 ３人

31～40歳 人 人 人 人 人

～30歳 人 人 人 １人 １人

合計 １人 ０．５人 １．５人 ２人 ５人
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２．将来の事業環境

（１）給水人口の予測

（２）水需要の予測

給水人口の推移は下図のとおりです。平成22年度から令和元年度までは実績で、令和２
年度以降は推計です。なお、予測は平成26年度に行ったアセットマネジメントを基に推計し
ました。
令和元年度末時点での給水人口は9,980人であり、令和42年度には４千人を切り3,755人と
なる見込みです。

用途別有収水量の推移は下図のとおりです。平成22年度から令和元年度までは実績で、
令和２年度以降は推計です。なお、予測は平成26年度に行ったアセットマネジメントを基に
推計しました。
令和元年度の有収水量のうち生活用の占める割合は、57％で、企業や団体など大口の使
用者が27％、発電所を含む工場用が15％、その他が1％を占めています。
人口減少により給水需要は減少の一途ですが、平成28年度に木質バイオマス発電所が稼
働した事により給水量が約17万㎥増加しました。
令和元年度には1,238千㎥あった水需要が、生活用と業務・営業用は年間約２％の減少、
工場用とその他は横ばいで推移し、令和42年度には652㎥となる見込みです。
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生活用

（㎥）
実績 予測

10年後には15％減少の8,366人となる見込み。

40年後には62％減少の3,755人となる見込み。
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（３）料金収入の見通し

（４）組織の見通し
最少人員で業務に当たっていることから、現在の組織体制を維持していきます。
人事異動等によるサービスの低下がないように、知識・技術の継承、人材の育成に努めま
す。

給水収益の推移は下図のとおりです。平成22年度から令和元年度までは実績で、令和２
年度以降は推計です。なお、予測は平成26度年に行ったアセットマネジメントを基に推計し
ました。
平成28年度の木質バイオマス発電所稼働により給水収益が増加しましたが、以後は人口
減少にともない減少の一途をたどっています。令和42年度には給水収益が半減する見込
みです。
給水収益に関連して、給水原価、供給単価の推移をみると、令和16年度ごろに供給単価を
給水原価が上回り、料金回収率が100％を下回る見込みです。水道料金で水道水を作る
原価を賄えない状況となり、水道料金改定について検討する必要があります。
　給水原価(円/㎥)…水道水１㎥当たりの原価です。（経常費用－長期前受金戻入）÷年間
有収水量で算出します。
　供給単価(円/㎥)…1㎥当たりの水道料金です。給水収益÷年間有収水量で算出します。
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給水原価 ・供給単価 給水原価

供給単価

（円/㎥）
実績 予測

料金回収率が100％を下回る（給水原価

＞供給単価となる）ターニングポイント。

一般的に水道料金の改定が必要となる。
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実績 予測

10年後には12％減少の241,068千円となる見込み。

40年後には48％減少の142,644千円となる見込み。
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

「一戸町地域水道ビジョン」に定めた基本方針のとおり、「持続」「安全」「強靱」の３つを柱に
経営していきます。
持続…子どもたちや、孫たちの代まで使える水道を実現するために、資産の更新・維持管
理を計画的に行っていきます。また、健全経営と運営体制を維持していきます。
安全…いつでも安心して飲める水道を実現するために、水質管理の強化、一戸上水道と奥
中山上水道の接続を行っていきます。
強靱…災害に強い水道を実現するために、管路の耐震化と危機管理対策の強化を行って
いきます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標

必要な投資を見極め、老朽資産の計画的な更新と長寿命化のための
維持管理を行います。災害時にも重要給水施設へ配水するために管
路の耐震化を行います。

水道ビジョンに基づき、計画的に建設改良工事を行います。計画期間以降の建設改良工
事費は平均額の100,000千円で見込みました。
投資により固定資産が増加し、毎年度の減価償却費となることから、資本費及び資本単価
は上昇していきます。
　資本費(円/㎥)…単年度の１㎥当たりのイニシャルコストです。（減価償却費＋企業債利
息）÷年間有収水量で算出します。
　資本単価(円/㎥)…資本費20年分の平均です。（20年間の減価償却費＋20年間の支払
利息）÷20年間の有収水量で算出します。

（１）投資・財政計画（収支計画）： 別紙のとおり
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実績 予測

事業計画（水道ビジョンより） （単位：百万円）
事業名 事業内容 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 事業費

95 81 13

12 151 42

50 74

1 16 5 41 6 9

61 19 55 16 52 203

18 36 92 36 182

157 116 85 210 128 114 171 981

管路耐震化

事業費合計

奥中山上水道区域

一戸上水道区域

ポンプ室改修事業
送水ポンプの更新や、付帯設備の更新を
行う。

124

老朽化対策
長寿命化のための維持管理や、不用資産
の解体を行う。

78

一戸浄水場改修事業
電気設備、沈澱池、遠隔監視装置等設備
の改修を行う。

189

配水池改修事業
配水池本体の改修や、配管・付帯設備の
更新を行う。

205
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③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要
経営戦略の計画期間内に、奥中山上水道から一戸上水道への連絡管を接続予定です。

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標

収益的収入のほとんどを占める料金収入について、適切な料金となっ
ているか料金回収率の推移を注視します。
補助事業を活用し財源確保に努めます。

【収益的収入】
営業収益
　水道料金収入…アセットマネジメントの推計を基に、令和元年度までの実績額に合わせ
補正した額としました。
　その他…給水工事の検査手数料、水道料金の督促手数料、消火栓の維持管理手数料
などで、過年度同水準の2,000千円としました。
営業外収益
　補助金…簡易水道事業債の利子に対して一般会計から繰入れを受ける額です。
　その他…預金利子、有価証券利息、雑収入などで、それぞれ個別に算出しました。

【資本的収入】
企業債…水道ビジョンの事業費から国庫補助額を除いた額を起債額としました。
他会計出資金…簡易水道事業債の元金償還額に対して一般会計から繰入れを受ける額
です。
他会計負担金…消火栓の設置更新費用として一般会計が負担する額です。予算額平均
の8,000千円としました。
国庫補助…基幹管路の耐震化に係る「水道施設耐震化推進事業費補助金」の見込額とし
ました。

【収益的支出】
営業費用
　人件費…定期昇給見込み額としました。
　動力費…直近5年間の決算額平均としました。
　修繕費…直近5年間の決算額平均としました。
　材料費…直近5年間の決算額平均としました。
　その他…科目ごとに積算しました。
　減価償却費…新規分は固定資産見込み額を40年償却で算出しました。
営業外費用…主に支払利息で、新規借入れに係る金利は0.2％で算出しました。

【資本的支出】
企業債償還金…令和３年度以降は、20年償還(据置期間5年)で借り入れたと想定して償還
額を算出しました。
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①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

繰 入 金
総務省の繰出し基準による簡易水道事業債の元利償還金の一
部を般会計から繰入れます。消火栓に係る経費についても、引
き続き繰入れます。

資 産 の 有 効
活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組

余剰預金は、町資金管理方針及び債券運用方針により運用しま
す。

そ の 他 の 取 組 特になし

経営戦略の事後検証、
改 定 等 に 関 す る 事 項

事業の進捗や決算等を踏まえ、適宜修正を行っていきます。
また、計画期間の前半が終了した令和７年度に全面見直しを行
います。経営戦略改定の際にはHPで公表します。

施設・設備の廃止・統合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ） 奥中山上水道から一戸上水道への連絡管を接続予定です。

施設・設備の合理化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

未検討

そ の 他 の 取 組 特になし

料 金 未検討

企 業 債
支出の平準化、世代間負担の公平性から企業債による借入れ
を継続していきます。

広 域 化
県の広域連携検討会に参画しています。二戸地区上下水道連
絡協議会、北奥羽地区水道事業協議会等で広域化の可能性を
検討していきます。

民 間 の 資 金 ・
ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

未検討

アセットマネジメントの充実
（施設・設備の長寿命化等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

平成26年度にアセットマネジメントを実施済みです。
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様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（税抜、単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． (A) 283,952 282,351 278,934 276,091 273,467 270,843 267,125 263,844 260,564 257,721 253,784 249,847

(1) 281,881 280,302 276,934 274,091 271,467 268,843 265,125 261,844 258,564 255,721 251,784 247,847

(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3) 2,071 2,049 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

２． 59,066 53,254 52,423 52,002 48,648 46,113 45,174 43,733 43,941 43,594 43,397 43,474

(1) 5,006 4,380 3,795 3,199 2,585 1,949 1,315 782 453 325 230 134

5,006 4,380 3,795 3,199 2,585 1,949 1,315 782 453 325 230 134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 49,794 48,371 48,292 48,322 45,582 44,048 43,089 42,181 42,718 42,499 42,413 42,586

(3) 4,266 503 336 481 481 116 770 770 770 770 754 754

(C) 343,018 335,605 331,357 328,093 322,115 316,956 312,299 307,577 304,505 301,315 297,181 293,321

１． 255,466 259,285 275,087 277,768 266,200 265,541 262,472 259,059 263,194 261,533 263,185 265,014

(1) 22,005 19,784 22,209 22,431 22,656 22,883 23,112 23,343 23,577 23,813 24,051 24,292

9,781 9,355 9,673 9,770 9,868 9,967 10,067 10,168 10,270 10,373 10,477 10,582

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,224 10,429 12,536 12,661 12,788 12,916 13,045 13,175 13,307 13,440 13,574 13,710

(2) 78,111 86,136 94,180 92,392 86,473 89,110 84,990 84,653 87,483 83,913 84,086 84,063

21,135 21,421 21,840 20,444 20,444 20,444 20,444 20,444 20,444 20,444 20,444 20,444

19,351 22,417 20,594 20,594 20,594 20,594 20,594 20,594 20,594 20,594 20,594 20,594

513 489 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632

37,112 41,809 51,114 50,722 44,803 47,440 43,320 42,983 45,813 42,243 42,416 42,393

(3) 155,350 153,365 158,698 162,945 157,071 153,548 154,370 151,063 152,134 153,807 155,048 156,659

２． 21,261 19,057 16,982 15,043 13,150 11,411 9,783 8,244 7,053 6,363 5,582 4,880

(1) 21,062 18,956 16,882 14,943 13,050 11,311 9,683 8,144 6,953 6,263 5,482 4,780

(2) 199 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(D) 276,727 278,342 292,069 292,811 279,350 276,952 272,255 267,303 270,247 267,896 268,767 269,894

(E) 66,291 57,263 39,288 35,282 42,765 40,004 40,044 40,274 34,258 33,419 28,414 23,427

(F) 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G) 1,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(H) △ 1,420 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64,871 57,476 39,288 35,282 42,765 40,004 40,044 40,274 34,258 33,419 28,414 23,427

(I) 974,422 1,039,293 1,096,769 1,136,057 1,171,339 1,214,104 1,254,108 1,294,152 1,334,426 1,368,684 1,402,103 1,430,517

(J) 459,964 757,154 499,765 418,740 499,115 590,371 674,276 734,750 788,043 783,122 790,364 790,095

32,266 41,311 20,008 20,008 20,008 20,008 20,008 20,008 20,008 20,008 20,008 20,007

(K) 182,477 278,628 113,164 110,279 108,407 102,792 110,325 109,874 117,848 101,979 105,657 103,491

108,326 108,134 109,064 106,179 104,307 98,692 106,225 105,774 113,748 97,879 101,557 99,391

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69,079 168,498 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 283,952 282,351 278,934 276,091 273,467 270,843 267,125 263,844 260,564 257,721 253,784 249,847

(N)

(O)

(P)

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計
営 業 費 用

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額
健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

本年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

流 動 負 債
う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額
営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（税込、単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． 75,500 116,800 169,800 178,400 142,200 205,500 119,000 81,000 140,000 50,000 50,000 50,000

２． 19,980 19,241 18,694 18,696 19,310 19,946 17,988 14,114 6,081 4,560 4,655 4,496

３．

４． 7,665 7,656 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

５．

６． 0 13,330 9,937 25,539 13,750 4,500 9,000 27,000 22,000 0 0 0

７． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 10,594 6,751 14,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0

９． 98

(A) 113,739 163,876 220,435 230,635 183,260 237,946 153,988 130,114 176,081 62,560 62,655 62,496

(B)

(C) 113,739 163,876 220,435 230,635 183,260 237,946 153,988 130,114 176,081 62,560 62,655 62,496

１． 135,064 244,963 289,366 292,300 174,090 223,216 141,344 127,473 184,603 113,734 113,866 114,000

9,651 9,775 9,873 9,972 10,072 10,173 10,275 10,378 10,482 10,587 10,693 10,800

２． 99,591 108,326 108,134 109,064 106,179 104,307 98,692 106,225 105,774 113,748 97,879 101,557

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 234,655 353,289 397,500 401,364 280,269 327,523 240,036 233,698 290,377 227,482 211,745 215,557

(E) 120,916 189,413 177,065 170,729 97,009 89,577 86,048 103,584 114,296 164,922 149,090 153,061

１． 113,325 170,785 177,065 170,729 97,009 89,577 86,048 103,584 114,296 164,922 149,090 153,061

２．

３．

４． 7,591 18,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(F) 120,916 189,413 177,065 170,729 97,009 89,577 86,048 103,584 114,296 164,922 149,090 153,061

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(H) 1,075,915 1,084,389 1,146,055 1,215,391 1,251,412 1,352,605 1,372,913 1,347,688 1,381,914 1,318,166 1,270,287 1,218,730

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

5,006 4,380 3,795 3,199 2,585 1,949 1,315 782 453 325 230 134

5,006 4,380 3,795 3,199 2,585 1,949 1,315 782 453 325 230 134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19,980 19,241 18,694 18,696 19,310 19,946 17,988 14,114 6,081 4,560 4,655 4,496

19,980 19,241 18,694 18,696 19,310 19,946 17,988 14,114 6,081 4,560 4,655 4,496

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24,986 23,621 22,489 21,895 21,895 21,895 19,303 14,896 6,534 4,885 4,885 4,630

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

本年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

令和９年度 令和10年度 令和11年度

補

塡

財

源

本年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

令和元年度全国平均

経営比較分析表（令和元年度決算）
岩手県　一戸町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

300.03 40.70 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
)

法適用 水道事業 末端給水事業 A8 非設置 12,210

－

- 72.28 82.80 4,280 9,980 76.75 130.03 【】

全体総括

　令和元年度の経営状況は、経常収支比率が類似団
体平均を大きく上回り、健全経営を維持できた。給
水人口減少による減収に備え、戦略的な経営を進め
ていく。
　施設については、老朽化が進んでいる状況を踏ま
え、延命化を図りながら必要な更新を行っていく。

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率は、類似団体平均値に比べて高い水
準で推移している。
②累積欠損金は発生していない。
③流動比率は、100％以上で推移しており支払能力
に問題はないが、類似団体平均値は下回っている。
④企業債残高対給水収益比率は、類似団体平均値よ
り低い水準で推移している。
⑤料金回収率は、100％以上で推移しており、給水
費用を給水収益で賄えている。類似団体平均値より
も高い水準で推移している。
⑥給水原価は、類似団体平均値に比べて低い水準で
推移している。
⑦施設利用率は、類似団体平均値を上回ったが、平
均値の低下によるもので、当該値は一定水準で推移
している。
⑧有収率は、類似団体平均値よりも高い水準で推移
している。今後も漏水調査を継続し、無効水量の削
減に努める。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率は、類似団体平均値より
も高い水準で推移している。老朽資産の更新を進め
ていく。
②管路経年化率は、類似団体平均値を上回ってい
る。管種や埋設地質等を考慮しながら延命化を図り
つつ、必要な更新を進めていく。
③管路更新率は、類似団体平均値よりも低い水準で
推移している。管路の総延長が類似団体と比較して
長いため、更新率は低くなる傾向だが、令和元年度
から国庫補助事業を活用し、基幹管路の更新を進め
ている。

2. 老朽化の状況
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①経常収支比率(％)
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【112.01】 【1.08】 【264.97】 【266.61】

【89.80】【60.00】【168.38】【103.24】

【49.59】 【19.44】 【0.68】


